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消防法による命令の公告 

令和２年９月２９日 

 消防法（昭和２３年法律第１８６号）第１７条の４第１項の規

定による命令をしたので，同条第３項において準用する同法第５

条第３項の規定により次のとおり公告します。 

広島市中消防署長 尾 山 浩 仁 

１ 防火対象物の所在地 

  広島県広島市中区猫屋町３番２１号 

２ 防火対象物の名称 

  堀川芳吉商店 

３ 命令を受けた者の氏名 

  株式会社ほりかわ 代表取締役 堀川 雅人 

  堀川 雅人 

  堀川 賀江子 

４ 命令年月日 

  令和２年９月２９日 

５ 命令事項 

⑴ 令和２年１２月２日までに，２の防火対象物に設置されて

いる自動火災報知設備の受信機を現行の規格に適合するもの

にすること。 

⑵ 令和２年１２月２日までに，２の防火対象物に設置されて

いる自動火災報知設備の感知器（イオン化式煙感知器）を現

行の規格に適合するものにすること。 

⑶ 令和２年１２月２日までに，２の防火対象物の３階貸し教

室西側倉庫部分に自動火災報知設備の感知器を政令で定める

技術上の基準に従って設置すること。 


